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白石市ネーミングライツ事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、白石市広告掲載要綱（平成２０年白石市告示第２号）

第２条第２号に規定するネーミングライツの売却に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 事業者 法人、その他の団体又は個人をいう。 

(２) 愛称 市と事業者との契約により、市が所有する公共施設又はイベ

ント等（以下「施設等」という。）において条例、規則等（以下「条例

等」という。）で定める名称に代えて使用することができる名称をいう

。 

(３) 命名権 事業者が施設等の愛称を決定する権利をいう。 

(４) ネーミングライツ事業 市と事業者との契約により、命名権を有し

た事業者（以下「ネーミングライツパートナー」という。）から当該命

名権の対価（以下「命名権料」という。）を得て、原則として施設等の

運営や維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。 

（基本原則） 

第３条 ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせな

い方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社

会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければ

ならない。 

２ 市は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的

に使用するものとする。 

３ 市は、条例等に規定する施設等の名称については変更しないものとし、

必要に応じて、愛称ではなく条例等に規定する施設等の名称を使用するも

のとする。 

（ネーミングライツ事業の種類） 
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第４条 ネーミングライツ事業の種類は、次に掲げるものとする。 

(１) 施設等特定公募型 市が選定した施設等に対して事業者から愛称を

募集するものとし、市が最低命名権料を定めることができるものとする

。 

(２) 提案募集型 前号に掲げるもの以外の施設等に対して事業者から愛

称の提案を募集するものとする。 

（対象となる施設等） 

第５条 ネーミングライツ事業の対象となる施設等は、次に掲げるものとす

る。ただし、市がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等

は対象外とする。 

(１) 市が設置した地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第

１項に規定する公の施設 

(２) 市が主催又は共催するイベント及び講座等の事業 

(３) その他市長が認める媒体 

２ 施設等特定公募型における対象施設等の選定は、市長が行うものとする

。ただし、選定しようとする施設等が指定管理者制度導入施設（地方自治

法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者が管理を行う施設をいう。

以下同じ。）の場合は、当該施設等の指定管理者と協議の上、行うものと

する。 

（最低命名権料の算定基準） 

第６条 市は、施設等特定公募型において最低命名権料を算定する場合は、

他の自治体が実施する類似施設等の事例、施設等の利用者数等を勘案し、

施設等ごとに決定するものとする。 

（命名権の期間） 

第７条 ネーミングライツパートナーが命名権を有する期間は、３年以上５

年以内とする。ただし、市長は、指定管理者制度導入施設については、そ

の指定期間を考慮し、命名権の期間を別に定めることができる。 

２ 命名権の期間は、市と事業者が契約を締結した日の翌月の初日を始期と

する。 

（募集） 
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第８条 市長は、ネーミングライツ事業の実施に当たり、事業の実施に必要

な事項を定めた募集要項を作成し、市ホームページ又は市広報紙への掲載

等により広く募集するものとする。 

（応募方法） 

第９条 ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者（以下「応募者」

という。）は、白石市ネーミングライツ事業申込書（様式第１号。以下「

申込書」という。）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するもの

とする。 

(１) 応募者の事業概要等を記載した書類 

(２) 法人にあっては、法人登記に係る登記事項証明書 

(３) 法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書（発行日

から３か月以内のものに限る。） 

(４) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（応募資格） 

第１０条 応募者は、ネーミングライツパートナーとしてのふさわしい資力

及び信用を備え、白石市広告掲載基準（平成２０年１月４日施行）第５条

第１項各号に規定する業種又は事業者のいずれにも該当しない事業者とす

る。 

（愛称の表記の範囲） 

第１１条 施設等の愛称は、施設等の一般的な名称として使用するものであ

り、事業者名及び商品名等を冠し、施設等の利用形態が想起できるものと

して、親しみやすさ及び呼びやすさの観点から、市民の理解が得られるも

のとし、白石市広告掲載要綱第３条第１項に規定する事項のいずれにも該

当しないものとする。 

（屋外広告に関する都市景観上の基準） 

第１２条 屋外広告の内容及びデザイン等は、白石市広告掲載基準第７条各

号に規定する事項のいずれにも該当しないものとする。 

（審査及び優先交渉権者の決定等） 

第１３条 市長は、第９条の申込書を受理したときは、優先して市と交渉す

る権利を有する者（以下「優先交渉権者」という。）を選定するため、白
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石市広告掲載要綱第１２条に規定する白石市有料広告審査委員会（以下「

委員会」という。）の審査に付するものとする。 

２ 市長は、前項の審査に基づき、ネーミングライツ事業の優先交渉権者の

可否を決定したときは、その結果を白石市ネーミングライツ事業審査結果

通知書（様式第２号及び様式第３号）により申込者に通知し、当該優先交

渉権者と契約に係る必要事項について協議を行うものとする。 

（優先交渉権者の選定方法） 

第１４条 委員会は、優先交渉権者の選定にあっては、次の各号に掲げる項

目について審査するものとする。応募者が１者の場合も同様とする。 

(１) 愛称案 

(２) 応募の動機 

(３) 命名権の期間 

(４) 命名権料 

(５) 応募者の適格性 

(６) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（契約の締結等） 

第１５条 市長は、契約内容について合意した優先交渉権者とネーミングラ

イツ事業に係る契約を締結する。 

２ 事故その他やむを得ない事情により優先交渉権者と契約の締結が困難と

なった場合は、次点交渉権者を優先交渉権者へ繰り上げることができる。 

（ネーミングライツパートナーの責務） 

第１６条 ネーミングライツパートナーは、愛称に関する全ての事項につい

て一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処

理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない

。 

２ 第三者から、愛称に関して苦情の申出、損害賠償の請求等がなされた場

合は、ネーミングライツパートナーの責任及び負担において解決しなけれ

ばならない。 

３ ネーミングライツパートナーは、愛称に関する権利を第三者に譲渡する

ことができない。 
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（命名権料の納入等） 

第１７条 ネーミングライツパートナーは、市が指定する期日までに、市が

定める納入通知書により、当該年度分の命名権料を一括で納入しなければ

ならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（契約の解除） 

第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除する

ことができる。 

(１) 指定する期日までにネーミングライツパートナーがネーミングライ

ツ料を納入しないとき。 

(２) ネーミングライツパートナーが各種法令の規定に違反したとき。 

(３) ネーミングライツパートナーの社会的な又は経済的な信用が著しく

失墜する事由が発生したとき。 

２ 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、白石市ネーミングラ

イツ事業契約解除通知書（様式第４号）によりネーミングライツパートナ

ーに通知するものとする。 

（命名権料の返還） 

第１９条 市長は、前条の規定により契約の解除をしたときは、第１７条の

規定により既に納入された命名権料は返還しないものとする。ただし、ネ

ーミングライツパートナーの責めに帰さない事由により契約を解除したと

きは、ネーミングライツパートナーと協議の上、納入済みの命名権料の全

部又は一部を当該ネーミングライツパートナーに返還することができる。 

（費用負担区分） 

第２０条 市長は、愛称の使用に当たっては、市ホームページ及び市広報紙

等への掲載に要する費用を負担するものとし、施設等の標示変更に要する

費用及び維持修繕に要する費用その他の費用については、ネーミングライ

ツパートナーが負担するものとする。 

２ 命名権の期間満了及び契約解除に伴う原状回復に要する費用は、ネーミ

ングライツパートナーの負担とする。 

（愛称の変更） 

第２１条 命名権の期間内における愛称の変更は、禁止とする。ただし、市
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長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

（指定管理者との協議） 

第２２条 市長は、指定管理者制度導入施設への愛称の使用に当たっては、

指定管理者及びネーミングライツパートナーと必要な事項について協議す

るものとする。 

（その他） 

第２３条 この要領に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

 


